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  鹿児島いずみ農業協同組合 

 

 



Ⅰ． ご あいさ つ  

  いつも Ｊ Ａ 鹿児島いずみをご利用いただき 、 あり がと う ございま す。  

  当Ｊ Ａ は、 地域の一員と し て、 農業の発展と 健康で豊かな地域社会づく り のお役に立て

る よ う 長期的な信頼関係にも と づく 金融業務の機能強化に向け鋭意取り 組んでおり ま す。  

  こ の小冊子は、 皆さ ま 方の当Ｊ Ａ に対する ご理解を更に深めていただく ため、 令和７ 年

度上半期における 事業実績と 地域貢献活動等の情報を開示し たも のです。  

 是非、 ご一読いただき 、 よ り 一層のご愛顧を賜り ま すよ う お願い申し 上げま す。  

 

令和７ 年１ ０ 月 

鹿児島いずみ農業協同組合 

代表理事組合長 上 宗光 

 

Ⅱ． 当Ｊ Ａ の概要〔 令和７ 年８ 月末現在〕  

  名   称   鹿児島いずみ農業協同組合 

  役職員数    ３ ２ ９ 人 

  組合員数    正組合員 ５ ， ３ ８ ３ 人 

          准組合員１ ０ ， ２ ２ ０ 人 

  出 資 金     ３ ， ８ ７ ４ 百万円 

  貯金残高    １ ４ ６ ， ３ ３ ０ 百万円 

  貸出金残高    ２ ９ ， ４ ８ ４ 百万円 
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店舗一覧  

事務所名 住 所 電話番号 Ａ Ｔ Ｍ設置台数 

本所 出水市高尾野町下水流 890 0996-64-2600 ３ 台 

出水事業所  〃 中央町 1120 0996-62-1531 ４ 台 

米ノ 津事業所  〃 明神町 244 0996-67-2025 ２ 台 

高尾野事業所  〃 高尾野町柴引 112 0996-82-1131 １ 台 

江内事業所  〃 高尾野町江内 3310 0996-85-5111 － 

野田事業所  〃 野田町上名 6137 0996-84-2411 １ 台 

阿久根事業所 阿久根市波留 610 0996-72-1111 ４ 台 

三笠事業所  〃  脇本 7881-1 0996-75-2111 １ 台 

東事業所 出水郡長島町鷹巣 1656-2 0996-86-1211 ２ 台 

長島事業所    〃  指江 566-1 0996-88-5555 ２ 台 
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組合員組織の状況  

組  織  名 構 成 員 数 

肥 育 牛 部 会 ４ ９  

生 産 牛 部 会 １ １ ８  

養 豚 部 会 ５  

野 菜 振 興 協 議 会 １ ， １ ５ ６  

豆 類 部 会 ３ ６ １  

カ ボ チ ャ 部 会 ６ ４  

ミ ニ ト マ ト 部 会 ２ ９  

い ち ご 部 会 ２ ２  

メ ロ ン 部 会 １ ３  

赤 土 バ レ イ シ ョ 部 会 ６ ０ ７  

加 工 バ レ イ シ ョ 部 会 ２ ６  

た け の こ 部 会 １ ２ １  

ブ ロ ッ コ リ ー 部 会 ６ ７  

ゴ ー ヤ ー 部 会 ４ ７  

オ ク ラ 部 会 ９ ３  

稲 作 部 会 ２ ６ ３  

で ん 粉 原 料 用 か ん し ょ 部 会 １ ４ １  

茶 業 部 会 １ ５  

果 樹 部 会 ２ ７ ２  

温 州 み か ん 部 会 ７ ８  

甘 夏 部 会 １ ５ １  

デ コ ポ ン 部 会 １ ５ ７  

青 色 申 告 部 会 ７ １  

女 性 部 ９ ０ ６  

青 年 部 １ ０ ４  
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Ⅲ． 開示項目 

１ ． 農協法に基づく 開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく  

債権の保全状況                     （ 単位： 百万円） 

債 権 区 分 債権額 
保全額 

担保 保証 引当 合計 

破産更生債権およ び

こ れら に準ずる 債権 

令和７ 年２ 月末 93 14 11 68 93 

令和７ 年８ 月末 91 14 10 64 88 

危 険 債 権 
令和７ 年２ 月末 308 23 59 225 307 

令和７ 年８ 月末 342 23 95 217 335 

要 管 理 債 権 
令和７ 年２ 月末 0 0 0 0 0 

令和７ 年８ 月末 0 0 0 0 0 

 

三 月 以 上 

延 滞 債 権 

令和７ 年２ 月末 0 0 0 0 0 

令和７ 年８ 月末 0 0 0 0 0 

貸 出 条 件 

緩 和 債 権 

令和７ 年２ 月末 0 0 0 0 0 

令和７ 年８ 月末 0 0 0 0 0 

小 計 
令和７ 年２ 月末 401 37 70 293 400 

令和７ 年８ 月末 432 38 104 281 423 

正 常 債 権 
令和７ 年２ 月末 28, 536     

令和７ 年８ 月末 29, 106     

合 計 
令和７ 年２ 月末 28, 937     

令和７ 年８ 月末 29, 538     

 

   注１ ： 破産更生債権及びこ れら に準ずる 債権 

破産手続開始、 更生手続開始、 再生手続開始の申立て等の事由によ り 経営破綻に陥って

いる 債務者に対する 債権及びこ れら に準ずる 債権をいいま す。  

注２ ： 危険債権 

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、 財政状態及び経営成績が悪化し 、 契約に

従った債権の元本の回収及び利息の受取り ができ ない可能性の高い債権をいいま す。  

注３ ： 要管理債権 

４ ．「 三月以上延滞債権」 と ５ ．「 貸出条件緩和債権」 の合計額をいいま す。  

注４ ： 三月以上延滞債権 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 三月以上遅延し ている 貸出金で、破産更生

債権及びこ れら に準ずる 債権及び危険債権に該当し ないも のを いいま す。  

注５ ： 貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図る こ と を目的と し て、 金利の減免、 利息の支払猶予、 元

本の返済猶予、 債権放棄その他の債務者に有利と なる 取決めを行った貸出金で、 破産更

生債権及びこ れら に準ずる 債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当し ないも のをい

いま す。  

注６ ： 正常債権 

    債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないも のと し て、 上記に掲げる 債権以外の

も のに区分さ れる 債権をいいま す。  
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２ ． 単体自己資本比率（ 国内基準適用）  

 

令和７ 年８ 月末 令和７ 年２ 月末 

１ ８ ． ２ ８ ％ １ ７ ． １ ３ ％ 

  （ 注記）  

「 単体自己資本比率」 は、「 農業協同組合等がその経営の健全性を判断する ための基準」

（ 平成１ ８ 年金融庁・ 農水省告示第２ 号）（ バーゼルⅢ） に基づき 算出し ており ま す。  

 

３ ． 主要勘定の状況 

                                  （ 単位： 百万円） 

 令和７ 年８ 月末 令和７ 年２ 月末 令和６ 年８ 月末 

貯 金 １ ４ ６ ， ３ ３ ０  １ ４ ３ ， ５ １ ５  １ ４ ３ ， ４ ６ ８  

貸 出 金 ２ ９ ， ４ ８ ４  ２ ８ ， ８ ９ ６  ２ ７ ， １ ０ ５  

預 金 １ ０ ６ ， １ １ ５  １ ０ ５ ， １ ８ ９  １ ０ ７ ， ８ ４ ８  

有 価 証 券 ６ ， ８ １ ３  ６ ， ６ ４ ０  ５ ， １ ９ ９  

 

４ ． 有価証券等時価情報 

  ( 1) 有価証券の時価情報 

【 その他有価証券】                         （ 単位： 千円） 

 

種 類 

令和７ 年８ 月末 令和７ 年２ 月末 

貸 借 対 照 表 計 上 額 
取 得 原 価 

又は償却原価 
差 額 貸借対照表計上額 

取 得 原 価 

又は償却原価 
差 額 

貸借対照表

計上額が取

得原価又は

償却原価を

超える も の 

株式 0 0 0 0 0 0 

債券 0 0 0 0 0 0 

 

国債 0 0 0 0 0 0 

地方債 0 0 0 0 0 0 

短期社債 0 0 0 0 0 0 

社債 0 0 0 0 0 0 

その他の証券 0 0 0 0 0 0 

小計 0 0 0 0 0 0 

貸借対照表

計上額が取

得原価又は

償却原価を

超えないも

の 

株式 0 0 0 0 0 0 

債券 6, 813, 110 7, 349, 109 △535, 999 6, 640, 060 6, 947, 328 △307, 268 

 

国債 2, 730, 800 3, 049, 109 △318, 309 2, 884, 870 3, 047, 328 △162, 458 

地方債 4, 082, 310 4, 300, 000 △217, 690 3, 755, 190 3, 900, 000 △144, 810 

短期社債 0 0 0 0 0 0 

社債 0 0 0 0 0 0 

その他の証券 0 0 0 0 0 0 

小計 6, 813, 110 7, 349, 109 △535, 999 6, 640, 060 6, 947, 328 △307, 268 

合 計  6, 813, 110 7, 349, 109 △535, 999 6, 640, 060 6, 947, 328 △307, 268 
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Ⅳ． 地域貢献活動  

 当Ｊ Ａ は、 出水市、 阿久根市、 長島町を事業区域と し て、 農業者を中心と し た地域住民の

方々が組合員と なって、 相互扶助（ お互いに助け合い、 お互いに発展し ていく こ と ） を共通

の理念と し て運営さ れている 協同組織であり 、地域農業の活性化に資する 地域金融機関です。 

 当Ｊ Ａ の資金は、その大半が組合員の皆さ ま など から お預かり し た、大切な財産である「 貯

金」 を源泉と し ていま す。 当Ｊ Ａ では資金を必要と する 組合員の皆さ ま 方や、 地方公共団体

など にも ご利用いただいていま す。  

当Ｊ Ａ は、 地域の一員と し て、 農業の発展と 健康で豊かな地域社会の実現に向けて、 事業

活動を展開し ていま す。  

 ま た、 Ｊ Ａ の総合事業を通じ て各種金融機能・ サービス 等を提供する だけでなく 、 地域の

協同組合と し て、 農業や助け合いを通じ た社会貢献に努めていま す。  

 

・「 営農指導の強化」・「 生産資材コ ス ト の削減」 に取組み、 農家所得の向上を図る と と も

に、 農家の経営安定と 生産基盤の維持がはかれる よ う 、 Ｊ Ａ グループと 一体と なって取

組みま す。  

 

・ 組合員・ 地域と の結び付き・ き ずなの強化と し て、「 定期的な正組合員訪問活動」 や「 准

組合員のメ ンバーシッ プ強化」 およ び「 地域交流イ ベント 」 等を実施し 、 地域農業と Ｊ Ａ

に対する 理解を深める 運動を積極的に展開し ま す。  

 

・ 財務基盤の強化対策と し て、 剰余金の内部留保と 応益出資によ り 、 自己資本の増強に努

めま す。  

 

 

１ ． 地域から の資金調達の状況  

  ( 1)  貯金残高 

当Ｊ Ａ では、 組合員はも ちろ ん地域住民の皆さ ま や事業主の皆さ ま から の貯金をお

預かり し ていま す。  

  【 貯金残高  １ ４ ６ ， ３ ３ ０ 百万円】 ※令和７ 年８ 月末現在 

 

 

 

( 2)  貯金商品 

当Ｊ Ａ の代表的な貯金商品と し ては、日常の入出金や税金・ 公共料金の自動支払い、

給与・ 年金受取ができ る 「 普通貯金」 や子育て世帯を対象と し た定期積金「 夢・ 希望

（ みら い） 応援積立」 をご提供し ていま す。  

本商品の内容や、こ の他当Ｊ Ａ で取扱っている 商品等の詳細につき ま し ては、本所・

各事業所窓口へお問合せく ださ い。  

 

 

 

 

-6-



 

 

２ ． 地域への資金供給の状況  

  ( 1)  貸出金残高 

組合員への貸出をはじ め、 地域住民の皆さ ま の暮ら し や、 農業者・ 事業者の皆さ ま

の事業に必要な資金を貸出し ていま す。  

ま た、 地方公共団体、 農業関連産業など への貸出し 、 地域経済の質的向上・ 発展に

貢献し ていま す。  

※令和７ 年８ 月末現在 

貸出金残高 ２ ９ ， ４ ８ ４ 百万円  

 う ち組合員等 ２ ５ ， ９ １ ７ 百万円 ８ ７ ． ９ ％ 

 う ち地方公共団体等 ２ ， ９ ３ ０ 百万円 ９ ． ９ ％ 

 う ちその他 ６ ３ ７ 百万円 ２ ． ２ ％ 

貯金に占める 貸出金の割合（ 平残）  ２ ０ ． １ ５ ％  

 

( 2)  農業融資の取扱い状況 

鹿児島県や当Ｊ Ａ 管内の市町・ 農林中金等と 協調し 、 借入者の負担が少し でも 軽減

でき る 農業融資を取扱っていま す。  

 

資金名 取扱実績 資金の概要 

農業近代化資金 １ ， ６ ５ ６ 百万円 

意欲と 能力を も って農業を 営む者等に対し 、

近代的な農業経営の展開を はかる ために必要

な資金を 国・ 県・ 市町の助成（ 利子補給） に

よ り 低利で融資する 。  

畜産特別資金 ２ ６ ６ 百万円 

畜産農家の有する 固定化負債を 国・ 県・ 市町

の助成（ 利子補給） によ る 長期低利資金へ借

換え、 経営財務管理指導を 行う こ と で経営再

建をはかる 。  

アグリ メ イ ク 資金 ２ ， ２ １ ３ 百万円 

農地を 含めた農業関連設備の取得や運転資金

に至る ま で幅広い資金ニーズに対応し 、 Ｊ Ａ

バン ク 独自の利子補給制度によ り 低利で融資

する 。  

災害緊急特別対策資金 １ ， ７ ５ ４ 百万円 

農業資材価格高騰の影響等によ り 事業改善が

必要な農業者等に対し 、 運転資金を Ｊ Ａ バン

ク 及びＪ Ａ グループの利子補給・ 保証料助成

によ り 低利で融資する 。  

 

 ( 3)  融資商品 

当Ｊ Ａ の代表的な融資商品と し て、 低利な｢Ｊ Ａ 住宅ロ ーン｣や「 マイ カーロ ーン」、

上記農業資金以外にも 経営における あら ゆる 資金に対応でき る 農業資金をご提供し て

いま す。 商品の内容や、 その他商品等の詳細につき ま し ては、 本所・ 各事業所窓口へ

お問合せく ださ い。  
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３ ． 文化的・ 社会的貢献に関する 活動 

  ( 1)  文化的・ 社会的貢献 

①青少年の健全な育成や少年団同士の交流を 図る ため、「 Ｊ Ａ 旗争奪ソ フ ト ボール少

年団大会」 を開催し ま し た。  

②管内の農業について理解を深めても ら う ために出前授業を行いま し た。 阿久根市立

西目小学校、 阿久根小学校では夏野菜の植え付け体験を行いま し た。 ま た、 出水市

立米ノ 津小学校ではサツマイ モ苗の植え付け体験を行いま し た。  

③Ｊ Ａ グループにおいては農業農村の活性化と 、 再生可能エネルギー普及への取り 組

みを 強化し ており 、 当Ｊ Ａ においても 本所建物へ２ ４ ２ ワ ッ ト の太陽光パネルを設

置し ていま す。 当設備では年間で約８ ０ ５ メ ガワ ッ ト を発電（ 約３ １ ８ 世帯分の電

力消費量に相当） し ていま す。  

④地震など の大規模自然災害や甚大な被害をも たら す危機が生じ た場合に備えて事業

継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ： Busi ness Cont i nui t y Pl an） を 策定し 、 以下の項目を基本方針

と し て定めていま す。  

( ｱ) 人命保護を最優先し 、 被害を最小化する よ う 努めま す。  

当組合は、 災害等緊急時において、 組合員・ 地域住民・ 役職員の安全を 最優先に

行動し 、 災害によ る 二次的な被害が拡大し ないよ う 、 最大限の努力を行いま す。  

( ｲ) 重要な業務を継続し 、 社会的責任を果たすよ う 努めま す。  

当組合は、 災害等緊急時における 社会的責任を 果たすため、 関係機関と 連携し 、

災害時にも 継続すべき 業務を遂行でき る よ う 事業継続計画を定めま す。  

( ｳ) 食料・ 物資の備蓄や訓練を行い、 事前の備えに努めま す。  

当組合は、 災害等緊急時に必要な設備・ 物資を備え、 役職員が適切に行動でき る よ

う に権限を明確化し 、組合の定める 事業継続計画に則って行動でき る よ う 訓練や周

知を徹底し ま す。  

 

( 2)  利用者ネッ ト ワ ーク 化への取り 組み 

毎年、 農協利用者年金友の会会員の親睦と 健康の増進を目的にグラ ウ ンド ゴルフ

大会やゴルフ 大会、 ま た趣味の発表の場と し て作品コ ンク ールなど の各種イ ベント

を行っていま す。  

【 年金友の会 会員 １ ０ ， ０ ５ ４ 名】 ※令和７ 年８ 月末現在 

 

  ( 3)  情報提供活動 

①毎月１ 回発行のＪ Ａ 広報紙「 ほほえみ」、 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ ・ I nst agr amなどのＳ Ｎ Ｓ を活用

し 、 管内の農業情報や地域の行事およ び、 営農・ く ら し に役立つ情報の提供につと

めていま す。  

②生産者部会ごと にＬ Ｉ Ｎ Ｅ の公式アカウ ント を開設し 、 いち早い情報発信をし てい

ま す。  
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  ( 4)  店舗体制 

Ａ Ｔ Ｍ（ 現金自動化機器） の配置と 稼動状況 

事 業 所 名 設 置 場 所 平 日 時 間  土日祝祭日 

本 所 正面入口右側（ ２ 台）  8： 00～20： 00 8： 00～19： 00 

〃 Ａ コ ープ 西い ずみ店 8： 00～21： 00 8： 00～21： 00 

出 水 事 業 所 管 内 正 面 入 口 左 側 8： 00～20： 00 8： 00～19： 00 

〃 正 面 入 口 右 側 8： 00～20： 00 8： 00～19： 00 

〃 出 水 市 役 所 8： 30～18： 00 － 

〃 大 川 内 出 張 所 8： 00～17： 00 － 

米 ノ 津 事 業 所 管 内 米 ノ 津 駅 前 8： 45～18： 00 － 

〃 Ａ コ ー プ 米 ノ 津 店 8： 00～20： 00 8： 00～20： 00 

高 尾 野 事 業 所 正 面 入 口 右 側 8： 45～18： 00 － 

野 田 事 業 所 管 内 Ａ コ ー プ 野 田 店 8： 00～20： 00 8： 00～20： 00 

阿 久 根 事 業 所 管 内 阿 久 根 市 役 所 8： 00～20： 00 8： 00～19： 00 

〃 折 口 セ ル フ Ｓ Ｓ  8： 00～19： 00 8： 00～19： 00 

〃 大 川 サ ロ ン  9： 00～12： 00 － 

〃 Ａ コ ー プ あ く ね 店 9： 00～19： 30 9： 00～19： 30 

三 笠 事 業 所 管 内 Ａ コ ー プ 三 笠 店 8： 00～21： 00 8： 00～21： 00 

東 事 業 所 管 内 Ａ コ ー プ あ づ ま 店 8： 00～20： 00 8： 00～20： 00 

〃 川 床 サ ロ ン  9： 00～12： 00 － 

長 島 事 業 所 管 内 長 島 町 役 場 指 江 総 合 支 所 8： 00～20： 00 8： 00～19： 00 

〃 Ａ マ ー ト 平 尾 店 9： 30～17： 30 － 
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  ( 5) 情報提供窓口 

 

 
 当組合の監事は、 経営の健全な発展に資する ため、 農協法（ 法第 35 条の５ ） およ び

農協法施行規則（ 第 81 条） に基づき 、 理事の職務の適正な遂行を阻害する 行為に関す

る 情報（ 組合経営に関する 事象に限る ） の提供を求めていま す。  

 当組合の理事の組合経営に関する 気になる 行為について、 見たり 聞いたり し た事柄

があれば電話ま たは封書にて下記宛に連絡く ださ いま すよ う お願いし ま す。  

 

鹿児島いずみ農業協同組合 監事会 

連絡先： 住  所  出水市高尾野町下水流８ ９ ０ 番地 

    電話番号  ０ ９ ９ ６ －６ ４ －２ ６ ２ ３  

    部 署 名  監事室事務局 

    受付監事  常勤監事 河北 憲久 宛 

    お電話の場合は、 月曜日～金曜日（ 祝日除く ）、 ９ 時～１ ６ 時にお願いし ま す。 

※当組合の業務に関する 一般的な苦情については、 別途窓口を設置し ており ま すので、

そちら をご利用く ださ い。  

※ご厚意によ る 情報提供であっ ても 、 誹謗・ 中傷に類似する 内容のも のは受付いたし

かねま すので、 予めご了承く ださ い。  

  【 一般苦情相談窓口】 住 所  出水市高尾野町下水流８ ９ ０ 番地 

            電 話 番 号 ０ ９ ９ ６ －６ ４ －２ ６ １ ５  

            担当部署名 リ ス ク 審査室 

 

-10-


